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１. 第３次中期経営計画策定の趣旨 

 

公益財団法人立川市地域文化振興財団（以下「財団」という。）は、立川市文化芸術

のまちづくり条例等に基づき、立川市の文化芸術活動の担い手として活動しており、た

ましん RISURU ホール（立川市市民会館）（以下「市民会館」という。）を活動の拠点と

し、芸術性豊かでオリジナリティのある鑑賞事業を市民へ提供すると同時に、立川市内

小学校や地域の会館でのアウトリーチ活動など、広く地域に根差した文化事業を展開し

ています。 

平成 27（2015）年度からの立川市第３次文化振興計画及び令和２（2020）年度からの

立川市第４次文化振興計画において、財団の役割分担が明記されました。それを受け財

団は、定められた役割を確実に実行するため、時期を合わせ第１次中期経営計画及び第

２次中期経営計画を策定し、目的と活動方針を明確にして実行してきました。 

今回の第３次中期経営計画の策定にあたっては、立川市第５次長期総合計画・前期基

本計画や立川市第５次文化振興計画において、重点手法の一つとして財団とのさらなる

連携強化を図り事業を推進していくことが定められたことから、立川市の計画との整合

性を図りながら、より地域に寄り添った視点で検討を重ねることとしました。 

立川市ではすでに様々な団体による文化芸術活動が活発に実施されています。しかし

ながら、それぞれの活動は単発的に開催され、活動同士をつなぐ横の連携ができていな

い課題があります。財団はこの様々な活動団体や企業、行政、学校機関など、多様な主

体が連携するためのプラットフォーム的立場として、点と点をつなげ、ネットワークを

構築することで市全体の文化芸術活動を活発化させるため、接着剤や潤滑油のような役

割を持つ中間支援組織を目指してまいります。 

第３次中期経営計画を着実に実行し、立川が一層魅力的な都市となり、豊かな市民生

活が実現することを目指し、100年先に評価されるような文化をけん引する団体として

前進していきたいと考えております。 

 

 

小学校でのアウトリーチ事業(音楽鑑賞事業) 
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２. 第３次中期経営計画の期間及び取組方針 

 計画の期間 

第３次中期経営計画は、計画期間を令和 7(2025)年度～令和 11(2029)年度）までの 

５年間とし、立川市第５次文化振興計画と同様の期間とします。 

 

 

 

 

 

 

 

【 取組方針 】 
 

１．文化芸術に関する格差が生じないように、子どもたちはもとよりだれもが文

化芸術に親しめる環境をつくります 

 

２．市民の自主的な文化芸術活動を支援するため、行政、企業、学校等の連携を

図るプラットフォームとしての役割を担います 

 

３．文化芸術活動に関わる情報の収集を強化するとともに、効果的・効率的で積

極的な情報発信に努めます 

 

４．事業を推進するための自主財源の確保、情報発信・連携と紐づいた企業から

の協賛金やクラウドファンディングの活用を図ります 

 

５．文化芸術振興の専門機関として職員がその役割を確実に果たすため、躍動す

る人材の育成と組織の強化を図ります 

 

【 到達目標 】  
 

立川が一層魅力的な都市となり、豊かな市民生活が実現することを目指し、 

100年先に評価されるような文化をけん引する中間支援組織として前進します 
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取組方針１ 

  

文化芸術は、人々に日々の心の安らぎと明日への活力を与えてくれます。私たち財団

は、立川市民をはじめとする多くの方々が広くその恩恵を享受できるよう、年齢、性別、

障害の有無にかかわらず、だれもが身近で文化芸術に触れられる場を提供し、その情報

を広く市民へ届ける必要があります。 

 また、家庭環境、経済的問題にかかわらず、子どもたちへ文化芸術を等しく提供する

ことにより、子どもたちの感性を磨き、文化芸術の担い手を育てます。 

 

 

 

１．市民会館をはじめ、立川市女性総合センターアイムホールや市内各所にある文化

的施設を活用し、市民の身近な場所で文化芸術事業を展開します。 

 

２．子どもたちが等しく文化芸術を享受できるよう、教育委員会と連携し、小学校の

授業の中で文化芸術に触れることができる小学校訪問事業をより充実させます。

内容も音楽だけでなく、引き続き落語、ダンス、アート等のほか新たなジャンル

も検討します。また、アウトリーチ活動だけでなく、小学校演劇鑑賞教室やひと

り親家庭へ向けてのステージへの招待事業も継続していきます。 

 

３．アール・ブリュット立川の企画展等を通して、障害のある方々の文化芸術活動を

推進するとともに、障害のある方々が文化芸術活動に気軽に触れることができる

場を提供します。 

 

４．社会的包摂の理念に基づき観客同士の理解を深め、子どもや障害のある方々が周

りを気にせず、気軽に文化芸術に触れられることができるような舞台芸術を提供

します。 

子どもたちには、引き続きキッズワークショップで様々な文化芸術に参加する機

会の提供を行います。 

 

 

 

 

文化芸術に関する格差が生じないように、子どもたちはもとよりだれもが文化芸

術に親しめる環境をつくります 

具体的な取組 

 

             キッズワークショップ 
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取組方針２ 

 

立川市内ではすでに様々な文化芸術活動が活発に行われ、春や秋を中心に様々な場所

でイベントが行われています。財団は、これまでのノウハウを活かし、これらの文化芸

術活動と企業や学校、行政などとの連携を図ることで、文化芸術活動を支援していきま

す。また、これらの文化芸術活動をつなぎ合わせることで活動のさらなる発展、活発化

につなげていきます。 

 

 

 

１．立川文化芸術のまちづくり協議会の活動と連携し、ダイアローグを通して市民団体

の課題や要望を把握します。財団はプラットフォーム的立場として団体と団体同士

を結び付け、お互いの課題共有と連携を促します。 

 

２．ワークショップフェスタにおいてアーティストへワークショップのノウハウを提供

するほか、アーティストの紹介等を行い、スタートアップを支援します。 

 

３．市民や企業、大学、各団体等を繋ぎ立川市の文化芸術活動をより活性化させるため

の文化芸術コーディネーターの在り方を立川市とともに検討していきます。 

 

４．アール・ブリュット立川の企画展等を通して障害のある方々の文化芸術活動を推進

するとともに、プラットフォーム機能を活かしたモデル事業として、自立支援の取

り組みにつなげます。 

 

 

 

 

 

 

市民の自主的な文化芸術活動を支援するため、行政、企業、学校等の連携を図る

プラットフォームとしての役割を担います 

具体的な取組 

 

ワークショップフェスタ              アール・ブリュット立川 
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取組方針３ 

 

財団の活動をより多くの方に周知することによって、文化芸術活動に参加する機会を

増やします。また、市民の文化芸術活動や活動にまつわる多くの情報を収集し、必要な

方へ効率的に情報を提供できるような仕組みを整えます。 

 立川市にある世界的にも貴重なパブリックアート群のファーレ立川アートや立川よ

いと祭り、たちかわ楽市などのイベントを市と連携して行うことで地域の魅力を市内外

へ発信し、立川市の魅力向上と活性化に努めます。 

 

 

 

 

１．財団情報紙「ムーサ」を継続的に発行し、より効果的、効率的な配布方法を検討 

します。また、その情報の主なターゲットとなる層をイメージし、SNS（Facebook、 

X、Instagram等）を活用するなど、マーケティングを意識した情報発信を行います。 

 

２．文化芸術活動について国や都の動向を把握し、文化芸術団体にとって有益な情報の

収集に努めます。また、相談窓口において情報を提供できる仕組みづくりを検討し

ます。 

 

３．ファーレ立川アート管理委員会や立川よいと祭り実行委員会、たちかわ楽市実行委

員会等の協働事務局として、イベントを通して立川の文化芸術の活性化と立川観光

コンベンション協会等と連携し、市外へ立川の魅力発信に努めます。 

 

４．立川市の広報プロモーション課や市史編さん室等と連携し、それぞれ地域の歴史的

な文化資源を掘り起こし、市内外へ地域の文化を発信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化芸術活動に関わる情報の収集を強化するとともに、効果的・効率的で積極的な

情報発信に努めます 

具体的な取組 

 

立川よいと祭り              たちかわ楽市 
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取組方針４ 

 

 市民や文化芸術団体のニーズに応え、事業を推進するためには、財源の確保が必要で

す。企業からの協賛金や様々な団体からの補助金・助成金を活用するほか、クラウドフ

ァンディングにも取り組みます。クラウドファンディングは資金調達の手段だけではな

く、対象事業について広報し、理解を求めることにより、共感や支援の輪を広げること

も目的としています。 

また、各助成団体の補助金・助成金等の情報を集め、市内の文化芸術団体に情報提供

することにより活動の支援につなげます。 

 

 

 

 

１．事業を行うにあたっては、常に経営的視点を持ち、事業を評価しながらスクラッ

プ＆ビルドに基づき取り組みます。また、企業とも連携を取りながら協賛金など

財源確保に努めます。 

 

２．国や都のほか、文化芸術活動に対する補助金・助成金を支出している民間企業等

の情報を収集し、それを整理し情報発信をします。財団の事業も対象となる事業

については積極的に申請を行い財源確保に努めます。 

 

３．立川市のガバメントクラウドファンディングを活用し、対象事業についての資金を

募ると同時に財団事業について共感の輪を広げ、理解者・応援者を増やします。 

 

 

 

 

 

 

事業を推進するための自主財源の確保、情報発信・連携と紐づいた企業からの協賛

金やクラウドファンディングの活用を図ります 

具体的な取組 

 

立川市ガバメントクラウドファンディング プロジェクト 
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取組方針５ 

 

市民や文化芸術団体の相談窓口になれるよう職員一人一人が専門家としてのスキル

アップを図ります。また、文化芸術団体の課題や要望を聞き取り、解決に導けるよう情

報収集と対応力に長けた人材の育成を図ります。 

 

 

 

 

１．人事評価制度を活用して人材育成や組織強化を図るとともに、事業評価制度を活

用しながら、効果的な事業展開を図ります。 

 

２．自主的な外部の研修制度への参加を推奨するほか、職員のニーズを把握し講師を

招聘する内部研修の実施により専門性の強化を図ります。 

 

３．多様化する団体の要望や課題を職員が意識的に収集し整理することで、プラット

フォーム機能の構築を目指すとともに、職員に地域アドバイザー等の肩書や役割

の付与について引き続き検討していきます。 

 

４．市民会館の施設の老朽化対応やリスクマネジメントとして、安全・安心対策に備

えます。また、今後の市民会館の在り方検討の時にアドバイスができるよう、他

館等の情報収集と情報の整理を行います。 

また、感染症の流行や大規模災害時などの危機的状況下においては、立川市と連

携し財団としての事業継続はもとより市民や文化芸術団体に寄り添う柔軟な対応

に努めます。 

 

５．職員が安心して継続的に就労でき、ワークライフバランスを推進しながら仕事に

意欲的に取り組める職場環境の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

文化芸術振興の専門機関として職員がその役割を確実に果たすため、躍動する人

材の育成と組織の強化を図ります 

 

具体的な取組 
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成果指標及び目標値 

  

計画期間内（令和７(2025)年度～令和 11(2029)年度）において、本計画を着実に推進 

するため、次の通り成果指標及び目標値を設定します。一方で、前期計画期間（令和２

（2020）年～令和６（2024）年度）中に起きたコロナ禍のように、人々の生活や行動に

制約や変化を及ぼすような環境の変化や、財団の果たすべき方向性が整理されるなど状

況の変化が生じた場合には、成果指標と目標値について柔軟に見直しを行います。 

 

■第３次中期経営計画の成果指標 

成果指標 
基準値 

令和６（2024）年度 

目標値 

令和 11（2029）年度 

財団が主催及び関係する

文化芸術事業への来場者

数 

86,691人 90,000人 

財団が主催する子ども対

象事業の参加者数 
5,772人 6,200人 

財団ホームページ 

アクセス数（年間） 
188,198 200,000 

SNSのフォロワー数 

（全 SNSの合計） 
2,094人 4,500人 

ムーサ友の会の会員数 2,093名 2,550名 

助成金等外部資金 

確保額（年間） 
０円 約 1,000,000円 

職員からの新規企画及び

改善提案の実現数 

（累積） 

４事業 25事業 

■第５次立川市文化振興計画の成果指標（参考） 

成果指標 
基準値 

令和５（2023）年度 

目標値 

令和 11（2029）年度 

日頃から文化芸術に触れる機会がある市

民の割合 
50.3％ 53.0％ 

文化芸術活動を行う市民団体との共催数 15事業 18事業 
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３. 公益財団法人立川市地域文化振興財団について 

 

財団法人立川市地域文化振興財団は、文化芸術の振興に関する事業を推進し、地域社

会の発展及び健康で豊かな市民生活の形成に寄与することを目的に、昭和 63(1988)年

４月 18日に立川市の外郭団体として設立されました。 

 

平成２(1990)年 10 月には市民会館の管理運営を立川市から受託し、市民会館を拠点

としたさまざまな文化芸術活動などを通しコミュニティ振興のための事業を展開して

きました。 

 

平成 23(2011)年４月からは公益財団法人立川市地域文化振興財団としてこれまで以

上に公益性を重視し、より多くの市民の皆様に文化芸術に触れる機会を提供できるよう、

市民会館から市内全域に活動を広げ、多様な文化事業を展開しています。 

 

令和５(2023)年４月には 35周年を迎え、周年記念事業を実施いたしました。 

 

 

 

 

■財団の主な事業について 

 

○鑑賞事業…クラシックやポピュラー音楽、演劇舞踊・古典芸能などの舞台芸術鑑賞事 

      業、小学校ファーレ立川アート鑑賞教室などの美術鑑賞事業 

○普及事業…立川市民オペラ、たちかわ演劇祭、アートギャラリー展（市民絵画展）な 

どの市民参加型普及事業。 

ロビーコンサート、小学校訪問事業、どこでもステージなどの鑑賞型普及 

事業。 

○支援事業…若手アーティストや市民団体との共催や後援などの活動支援事業 

立川市と連携し、事業の企画提案や事業を受託し実施する企画相談事業 

○広報宣伝・友の会事業…文化芸術に関する情報の収集や情報紙「ムーサ」の発行、 

      ホームページや SNSの運営、ムーサ友の会制度 

○地域コミュニティの活性化及び振興事業…立川よいと祭り、たちかわ楽市などのコミ

ュニティ事業、ワークショップ事業など 

○法人の管理…理事会・評議員会の開催、人材育成のための研修、法人の運営 
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■ 財団の理念と行動指針、キャッチコピー 

 

わたしたちの理念 

 

市民が人や地域との絆を深め、笑顔あふれる心豊かな生活を送るために、私たち

は文化芸術活動を広め・育て・支えます 

 

わたしたちの行動指針 

 

○未来へ文化をつなぐ子どもたちの、感性をみがき優しいこころを育てる環境を 

整えます 

 

○多くの市民が心のやすらぎと明日への活力を得られるよう、さまざまな文化 

芸術事業に取り組みます 

 

○文化芸術活動の主役としてより輝けるよう、市民の想いを支えます 

 

○市民に信頼される専門組織として、文化芸術を振興するための知識や技術を 

身に付けていきます 

 

キャッチコピー 

文化とあなたの懸け橋に 

 

 

 

立川いったい音楽まつり           ファーレ立川アート・ミュージアムデー 
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４. 第２次中期経営計画をふりかえって 

 

第２次中期経営計画(令和２(2020)年度～令和６年(2024)年度)では、下記の４つの

重点取組項目を掲げました。この４項目について主に検証を行います。 

 

 

 

取組の成果 

 

・小学校訪問事業では、開催数を増やすとともに、ダンスのジャンルにバレエを追加し

選択肢を増やしました。また、教科書の改訂に合わせたプログラム変更等の対応を行

いました。 

 

・子どもたちが伝統芸能に触れる機会の提供として、キッズ伝統芸能体験で日本舞踊や

箏曲を実施したほか、小学校訪問事業では、箏曲、尺八、津軽三味線などを実施しま

した。また、ワークショップフェスタでは茶道のプログラムも実施しました。 

 松竹大歌舞伎や笑ホール寄席では、チケットを学生割引で販売しました。 

 

・キッズワークショップでは、子どもたちの可能性を広げるため工作等のワークショッ

プを実施したほか、立川シアタープロジェクトの公演や、東京都歴史文化財団等との

オペラ公演において、公演に関連する工作、ダンス、児童合唱、演技等のワークショ

ップを実施し、公演時に舞台美術や小道具として使用したほか、舞台に立つなど成果

を披露しました。 

 

・社会的包摂や SDGs(エスディージーズ)の理念に基づき、子どもたちが等しく文化芸

術に触れることができるよう、小学校演劇体験事業やひとり親家庭のステージへの招

待などをコロナ禍においても継続的に実施しました。 

 

 

 

 

 

 

  

１ 未来を担う子どもたちの感性を育むため、さまざまな事業を継続して展開し

ます 

キッズ伝統芸能体験 ©武藤奈緒美       立川シアタープロジェクト公演 
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取組の成果 

 

・市民団体の課題や要望を把握するため、文化協会や共催した市民団体にコロナ禍で

の団体運営の現状や悩み、必要なことなどのアンケートを実施しました。 

 

・市民団体の要望する中で、財団は公平で中立性を保ちながら、共催や後援の申請に

ついての助言、使用会場の調整などを行いました。また、市民団体が主催するイベ

ントなどへ出演者を紹介するなど、文化芸術に関する相談をうけ、解決するよう取

り組みました。 

 

・立川文化芸術のまちづくり協議会の委員として協議会の活動を通し、市民が文化芸

術活動をしやすい環境作りに努めました。 

 

・社会的包摂の理念に基づき、だれもが文化芸術を享受できるような事業として、東

京文化会館と共催のミュージックワークショップにおいて手話付きのプログラムを

実施しました。加えて、立川いったい音楽まつりの企画として福祉施設を訪問し、

音楽を届けるアウトリーチ活動を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

２ 文化芸術活動に自主的に取り組む市民を支援し、文化の香りあふれる「にぎ

わいとやすらぎの交流都市立川」を目指します 

東京文化会館ミュージックワークショップ   出張 立川いったい音楽まつり          
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取組の成果 

 

・各年度の組織目標、目標管理シートの作成にあたり、第２次中期経営計画の取組方

針との整合を図るなど、人事考課に活かしました。 

 

・職員倫理規則を遵守するとともに、法令違反や不正行為等のコンプライアンス違反

を予防し、適正な職務の執行と公正な職場づくりを推進しました。また、内部職員

による OJT研修を実施し、組織強化に結び付けました。 

 

・自発的に取り組む外部研修制度を継続し、専門性の強化を図りました。一般社団法

人地域創造主催の公共ホール音楽活性化事業（通称：おんかつ）に職員を派遣した

ほか、公益社団法人全国公立文化施設協会主催の全国アートマネジメント研修会や

財団運営に係る研修等に参加しました。 

 

・財団が培ってきたノウハウや専門性を組織的に持続継承し、市民の要求に継続的に

応えられる組織として体制の強化を図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 文化芸術振興の専門機関としての役割を確実に効率よく果たすため、人材を育

成し、組織の強化を図ります 
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取組の成果 

 

・文化芸術の特性を踏まえ、定量的に加え、定性的な評価指標も設定し、バランスの

とれた評価方法により、令和５年度事業より事業の成果に対して総点検を実施しま

した。 

 

・事業の終了時には事業総括報告書を作成し、上長からの意見も踏まえ、次回事業の

立案や運営に活用しました。 

 

 

■ 第２次中期経営計画で掲げた成果指標及び目標値 

成果指標 

現状値 

平成 31(2019) 

年度末 

実績値 

令和６(2024) 

年度末 

目標値 

令和６(2024) 

年度末 

ファーレ立川アート鑑賞事業等に

おける児童のアンケートの満足率 
86％ 87％ 90％ 

文化芸術に関する相談件数・支援

団体数(累計) 

４件 19件 20件 

４団体 19団体 10団体 

職員提案制度の提案件数・ 

職員提案件数のうち実現した提案

件数(累計) 

－ 20件 10件 

－ 18件 ５件 

アンケート結果を反映し、 

改善を行った事業数(累計) 
－ 12事業 ５事業 

 

 

  成果指標及び目標値 

４ これまで実施してきた事業において、その効果を具体的、客観的に検証できる

よう、事業評価制度の導入を検討します 
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■立川市第４次文化振興計画による財団関連業務の目標値(抜粋) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果指標
現状値

平成30年度末
平成31年度末 令和2年度末 令和3年度末 令和4年度末 令和5年度末 令和6年度末

目標値

令和6年度末

財団が展開する文化芸術事
業への来場者数

73,640人 74,796 17,453人37,628人37,673人65,478人86,691人81,000人

財団が展開する子ども対象
事業と子ども未来センターの
文化芸術支援事業の参加者
数

9,012人 8,555 5,403人 7,129人 6,870人 7,002人 6,542人 10,000人

財団が展開する事業のうち学
生による公演数(累積)

145回 152回 157回 164回 172回 182回 188回 260回

立川市地域文化振興財団
ホームページアクセス数（年
間）

149,976 156,904 70,637 88,091 156,157 218,226 188,198 165,000

立川いったい音楽まつり応募
団体数

357団体 429団体 457団体 288団体 401団体 491団体 519団体 500団体
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５. コロナ禍の中での文化芸術活動 

 

平成 31（2019）年に発生した未知の病気、新型コロナウイルス感染症が１月に日本で 

も確認され、日本国民が恐れや不安を抱きました。財団では立川市民オペラの稽古が３

月の本番に向け佳境を迎えていたところでしたが、やむを得ず中止の決断をしました。 

その後、緊急事態宣言の中では、文化芸術は不要不急のものと位置づけられ、多くの

事業が中止や延期となりました。 

緊急事態宣言が解除になった後は、感染拡大防止のため、「三つの密」を避けるよう

呼びかけられ、密集、密閉、密接を避けるため、以下のポイントを原則として令和２（2020）

年７月から公演を再開しました。 

・ホールでの公演については客席を 1席ずつ開けて使用する。 

・ホールの扉は開けたままにし、休憩中は扇風機をつけ十分換気をする。 

・トイレの列は十分な距離を取って並んでいただく。 

・面会やサイン会は行わない。 

お客様やスタッフには手指消毒の徹底と、マスクの着用を必須としました。終演後は

客席や扉を消毒するなど国のガイドラインに沿った様式でホール公演を開催し続けま

したが、多くの大規模な野外イベントはそのほとんどが中止となりました。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け求められた行動様式、生活様式は、「特 

定の場所に人が集まること、人を集める」ことが抑制され続けました。 

 このような状況にあっても、財団は、施設に適した来場者数に抑えながら、文化芸術 

の鑑賞機会を提供し、小学校訪問事業なども続けると同時に、文化芸術活動を行う市民 

団体へ、活動の場や機会を提供するため、公共施設や民間施設の利用の手引きなどの相 

談に応じてきました。 

 財団は、コロナ禍において特に発達したオンラインを活用し、水曜コンサートや小学

校演劇体験事業などのオンライン配信や、実行委員会での会議をオンラインで開催する

など、新たな文化芸術の在り方も積極的に受け入れ、コロナ禍でも文化芸術に親しむこ

とができるよう活動を続けました。 

その一方この活動のなかで、舞台芸術は、多くの人と同じ空間でその楽しみを共有し、

舞台の演者と観客が一体となることによって完成することが再認識されました。 

 令和 7（2025）年は新型コロナウイルス感染症の法律上の分類が５類になってから２

年が経過し、日常生活が戻ってきています。 

 財団は、コロナ禍で再認識された文化芸術が市民や地域との絆を深め、心豊かに、生

活に彩りと癒しを提供するものであることを、今後も広く伝えていくとともに、危機的

状況下においても財団としての役割が果たせるよう努力していく考えです。 
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６. 参考資料  

 

用語解説 

あ行 
 

用語 解説 

アウトリーチ活動 アウトリーチ（outreach）という英語は、もともと①︣を伸ばす

こと、︣を伸ばした距離、到達距離、 ②（地域社会への）奉仕

［援助、福祉］活動、（公的機関や奉仕団体）の出張出前サービ

ス、という意味である。公共 化施設等においては、1990 年代後

半から、 頃、 化・芸術に触れることの少ない住 に対して

化・芸術を体験できる機会を提供する事業の名前として定着して

きた。 施設の外部に芸術を届けていくというニュアンスが強い。 

アール・ブリュット 加工されていない「生の芸術」という意味のフランス語で、正規

の美術教育を受けていない人が、伝統的な文化や社会の潮流に流

されることなく、作者独自の方法と発想により制作した作品のこ

とを指す。アール・ブリュット立川実行委員会が、障害者の生の

ままの芸術の作品展として「アール・ブリュット立川展」を平成

27(2015)年から毎年開催。 

おんかつ 一般社団法人地域創造主催の公共ホール音楽活性化事業の通称。

市町村等の公共ホールに、オーディションで選ばれた演奏家とコ

ンサートの企画制作経験が豊富なコーディネーターを派遣し、地

方公共団体等と共催でコンサートとアクティビティ（アウトリー

チをはじめとする地域交流プログラム）を実施する事業。 

 

か行 
 

用語 解説 

ガバメントクラウドファ

ンディング 

政府や自治体が主導するクラウドファンディングのことで、「ふ

るさと納税型クラウドファンディング」とも呼ばれている。 

 
 

た行 
 

用語 解説 

ダイアローグ ダイアローグとは、もともとは２人以上の登場人物がかわす対談

や対話を指す演劇用語で、相互理解を深めるコミュニケーション

手法のことをいう。立川文化芸術のまちづくり協議会では市民団

体同士の交流と課題共有の場として令和５（2023）年から毎年１

～２回開催。 
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立川シアタープロジェク

ト 

立川市・立川市地域文化振興財団・たちかわ創造舎（企画･運営：

NPO 法人アートネットワーク・ジャパン）によるプロジェクト。

立川市内を中心に、質の高い演劇作品・演劇空間の創造と発信、

世界にはばたく人材の育成を目指した活動を行っている。平成

28（2016）年から開催。 

立川よいと祭り 市内の伝統行事の保存継承と市民相互のふれあい・交流を目的に

市民主導型イベントとして平成元（1989）年から開催。万灯みこ

し巡行、お囃子の山車の巡行、民踊流し、よさこい踊り等を行う。 

たちかわ楽市 市民主導の参加型総合イベントで、「立川しみん祭」「たちかわ商

人祭」「立川市農業祭」「昭和記念公園イベント」を同時開催して

いる。平成 15（2003）年から開催。 

 

は行 
 

用語 解説 

ファーレ立川アート 立川駅北口「ファーレ地区」に点在する 109 点のパブリックアー

トの総称。北川フラム氏をアートプランナーに迎え、平成６

(1994)年に完成。 

プラットフォーム 多様な主体同士が集まり、情報や意見を交換して新たな交流が生

まれていく場のこと。 

 
 

わ行 
 

用語 解説 

ワークショップフェスタ ワークショップ（workshop）という英語は、もともと作業場、仕

事場、Ῥ房といった場所を意味するが、専 家や 専 家（参加

者）が各ꜛのꜛ主性を尊重しながら、対等で双 向的な関わり

で創作を伴う活動全般を指すᾠ葉でもある。現在ではᴝ楽、演劇、

ダンスなどの芸術活動や、都市計画、環境デザイン、まちづくり

などでも定着している。財団では１日または２日間で数種類のワ

ークショップを開催するワークショップフェスタを令和４

（2022）年から開催。 

 

※参考文献  

地域文化施設におけるアウトリーチ・ワークショップの 成果や効果にもとづく今後の展開に関する調

査研究  報告書「アウトリーチから考える文化芸術の役割」令和６年３⽉  ⼀般財団法人地域創造 

https://www.jafra.or.jp/fs/6/8/2/3/2/_/2023chousa_houkoku.pdf 
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参考資料 

 

■公益財団法人立川市地域文化振興財団第３次中期経営計画策定委員会名簿 

 役職 氏名 所属等 

１ 委員長 

井 上  隆 一 

財団常務理事 

立川市産業文化スポーツ部長  

※令和７（2025）年３月 31 日まで 

奥 野 武 司 

財団常務理事 

立川市文化スポーツ部長  

※令和７（2025）年４月１日から 

２ 委員 中 川 夕 香 財団理事 

３ 委員 西 手 正 光 
財団評議員 

※令和７（2025）年８月７日まで 

４ 委員 

轟   誠 吾  

財団評議員 

立川市産業文化スポーツ部地域文化課長 

※令和７（2025）年３月 31 日まで 

田 中 秀 雄 
立川市文化スポーツ部地域文化課長 

※令和７（2025）年４月１日から 

５ 委員 小 林  誠 二 財団文化事業係長 

６ 委員 内 藤  健 治 財団主査 

７ 委員(事務局) 足 立 香 織 財団事務局長 

８ 委員(事務局) 浅 沼 宏  財団事務局次長 兼 管理係長 

(敬称略） 

■第３次中期経営計画策定委員会の開催内容 

第１回 令和６(2024)年 10月 30日 

 第２次中期経営計画の説明と経過報告について 

 第３次中期経営計画の現状と課題の検討 

第２回 令和７(2025)年１月 15日 

 第３次中期経営計画取組方針（案）について 

第３回 令和７(2025)年５月 13日 

 第３次中期経営計画の取組方針、素案の検討 

第４回 令和７(2025)年７月 29日 

  第３次中期経営計画の原案の検討 
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参考資料 

 

■公益財団法人立川市地域文化振興財団第３次中期経営計画策定委員会要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益財団法人立川市地域文化振興財団（以下「財団」という。）第３

次中期経営計画（以下「第３次中期経営計画」という。）の策定を行うため、第３次中期経

営計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置し、組織及び運営に関し、必要な

事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会は、次に掲げる事項を行う。 

（１） 第３次中期経営計画の作成に関すること。 

（２） 前号に掲げるもののほか、必要と認められること。  

（組織） 

第３条 策定委員会は次の各号に掲げるもので構成し、委員長は財団常務理事とする。 

（１） 財団常務理事 

（２） 財団理事 １名 

（３） 財団評議員 １名 

（４） 財団事務局長 

（５） 財団事務局次長 兼 管理係長 

（６） 財団事務局文化事業係長・主査 

（７） 立川市産業文化スポーツ部地域文化課長 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、第３次中期経営計画の策定作業が終了する日までとする。 

（報酬） 

第５条 委員の報酬は、財団の評議員、理事及び監事の報酬及び費用に関する規則に従い支

払うものとする。ただし、立川市及び財団職員の身分を有する委員は除く。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会について必要な事項は、協議し定めるも

のとする。 

附 則 

この要綱は、令和６年９月１日から施行する。 

 

 

 

 

 



21 

 

参考資料 

 

■立川市文化芸術のまちづくり条例 

平成 16年 12月 22日条例第 39号 

改正 

平成 23 年６月 21 日条例第７号 

 

私たちは、文化を人間の創造的な営みとその成果ととらえ、文化の概念を芸術活動はもとより、 

経済活動を含むあらゆる生活の領域に関わるものとして幅広く考えるとともに、文化が生活に潤 

いと豊かさをもたらし、地域社会の健全な発展にかけがえのないものであることを認識します。 

私たちは、市民ひとりひとりが文化的な環境を享受し、幸福を求める権利を有するとともに、

自らが文化の創造と発展の担い手として主体的に行動する役割を有していることを確認します。 

ここに、先人たちが遺した立川の文化と風土を継承し、発展させ、交流と連携を基調に文化と

やさしさのあるまちづくりを推進することによって、市民生活の向上と文化都市立川の形成を目

指すとともに、新たな立川文化の創造を図ることを決意し、この条例を制定します。 

（目的） 

第１条 この条例は、市民（学校、企業等を含む。以下同じ。）と市の連携・協働による文化芸

術に関する活動に必要な基本的事項を定めることにより、文化とやさしさのあるまちづくりの

推進を図り、もって新たな立川文化の創造と振興に寄与することを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 市民及び市は、文化芸術の振興に当たっては、広く市民が文化芸術を鑑賞し、参加し、

創造することのできる環境の整備を図り、市民の誰もが主体的に活動できる文化とやさしさの

あるまちづくりの推進に努める。 

２ 市民及び市は、文化芸術の振興に当たっては、子ども、高齢者、障害者等を含むすべての市

民の自主性及び創造性を尊重する。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、自らが文化芸術の担い手であることを自覚し、その活力と創意を生かし、文化

芸術の振興に努める。 

（市の役割） 

第４条 市は、第２条の規定に基づき、文化芸術の振興を図るための施策（以下「文化芸術振興

施策」という。）を総合的かつ効果的に推進する。 

２ 前項に規定する文化芸術振興施策には、広く市民の意見を反映させるよう努める。 

（文化芸術の振興） 

第５条 市民及び市は、文化芸術の振興を図るため、次の各号に掲げる事項について必要な方策

を立てるよう努める。 

(１) 文化芸術についての関心及び理解を深めること。 

(２) 文化芸術に親しむ機会の充実に関すること。 

(３) 文化芸術に関する活動の支援に関すること。 
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(４) 文化芸術に関する活動を支える人材の育成に関すること。 

(５) 伝統的文化の継承及び発展に関すること。 

(６) 国内及び国外の文化交流の推進に関すること。 

(７) 文化に関する情報の収集及び発信に関すること。 

(８) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の振興に係る重要な事項に関すること。 

（環境の整備） 

第６条 市民及び市は、文化の視点に立って周囲の自然環境や地域の歴史的景観と調和のとれた

都市景観の形成に努める。 

２ 市民及び市は、公共施設を文化芸術に関する活動の場として活用するよう努めるとともに、

必要な文化施設や環境の整備を図る。 

（資金の調達） 

第７条 市民及び市は、文化芸術の振興に必要な資金の調達に努める。 

２ 市は、文化芸術の振興を図るため、立川市地域づくり振興基金条例（平成 16 年立川市条例第

19 号）第１条に規定する立川市地域づくり振興基金を有効に活用する。 

（関係機関等との関係） 

第８条 市は、文化芸術振興施策を推進するに当たっては、立川市文化振興推進委員会条例（平

成９年立川市条例第 14 号）第１条に規定する立川市文化振興推進委員会を活用する。 

２ 市民及び市は、公益財団法人立川市地域文化振興財団に文化芸術の振興の中心的役割を求め

る。 

（委任） 

第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（立川市文化振興推進委員会条例の一部改正） 

２ 立川市文化振興推進委員会条例（平成９年立川市条例第 14 号）の一部を次のように改正す 

る。 

第１条中「諮問に応じ、」を「諮問する」に、「を審議」を「並びに立川市文化芸術のまち

づくり条例（平成 16 年立川市条例第 39 号）の規定により定められた事項を調査審議」に改め

る。 

第２条中「15 人」を「10 人」に改める。 

第３条第２項中「諮問に係る審議が終了したときまでとする」を「２年とし、補欠委員の任

期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任されることができる」に改める。 

附 則（平成 23 年６月 21日条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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参考資料 

■公益財団法人立川市地域文化振興財団の動き 

（令和２(2020)年度から令和６(2024)年度） 

年度 主な文化事業等 主な組織のあゆみ 

令和２ 

(2020) 

・外山啓介ピアノリサイタル（緊急事態宣言明けコロナ禍での実施） 

・楽器の謎！24 ファイナル 超絶技巧（振替公演） 

・こぱんだウィンドアンサンブル 

・宝くじおしゃべり音楽観～思い出のスクリーンミュージック 

・多摩フレッシュ音楽コンサート（中止） 

（主催：中止、延期事業数 9事業 共催：中止、延期事業数 12 事業） 

・第２次中期経営計画

初年度 

・施設研修（東大阪市

創造館の館長を招い

て） 

令和３ 

(2021) 

・徳永二男「作曲家の謎！」シリーズ開始 

・硬派弦楽アンサンブル「石田組」 

・シアターオーケストラトーキョーバレエ！バレエ‼バレエ!!! 

・「ピアノの森」ピアノコンサート 

（主催：中止、延期事業数 5事業 共催：中止、延期事業数 2 事業） 

 

令和４ 

(2022) 

・邨田丹陵生誕 150 周年記念 特別展 

・絵本 de クラシック「ブレーメンの音楽隊」 

・保育園で「ブレーメンの音楽隊」関連アウトリーチ事業開催 

・森麻季＆錦織健デュオ・リサイタル 

・痛快！ねぎぼうずのあさたろう 

・多摩フレッシュ音楽コンサート（1 部門隔年開催となる） 

・たちかわワークショップフェスタ 開催 

・ファシリテーション

研修 

・公共ホール音楽活性

化事業研修派遣 

令和５ 

(2023) 

・立川市地域文化振興財団 35周年記念事業開催 

徳永二男「作曲家の謎！10 バッハ２」 

平原綾香 20th Anniversary CONCERT TOUR 2023 

「南こうせつ＆イルカ」スペシャルコンサート 

東京シティ・フィルのドラゴンクエスト 

ミュージカル「クリスマス・キャロル」 

邨田丹陵～時代を描いたやまと絵師～ 

・立川市市民会館会館 50 周年記念公演 

 新春たちかわ寄席「気になる春の三人会」 

・公共ホール音楽活性

化事業研修派遣 

令和６ 

(2024) 

・立川市市民会館会館 50 周年記念公演 

 ヤメン・サーディ ヴァイオリンリサイタル 

・おんがく博士演奏講座 

・東京文化会館チームアップ！オペラ開催 

・サンドアートと音楽の世界 

・国文学研究資料館鑑賞ツアー 

・ハラスメント研修 

・第２次中期経営計画

最終年度 

・第３次中期経営計画

策定開始 
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参考資料 

■公益財団法人立川市地域文化振興財団の事業規模等の推移 

（令和２(2020)年度から令和６(2024)年度） 

年度 事業数 主な市民参加型事業 その他の主な事業 

令和２

(2020) 
93 

たちかわアートギャラリー展（中

止） 

たちかわ演劇祭（延期） 

立川市民オペラ公演（ハイライト

＆ガラコンサート） 

子どものためのお筝教室「ラスト

コンサート」 

 

立川いったい音楽まつり（中止）、演劇体験事

業（オンライン配信）、水曜コンサート（７月

～12 月）、市役所コンサート（中止）、どこで

もステージ（１回）、小学校訪問事業、中学校

訪問演奏会事業、高齢者のつどい（中止）、立

川よいと祭り（中止）、たちかわ楽市（中

止）、子ども凧あげ大会（中止）キッズワーク

ショップ、小学校ファーレ立川アート鑑賞教

室 

令和３

(2021) 
106 

たちかわアートギャラリー展 

たちかわ演劇祭 

立川市民オペラ公演（スペシャル

ガラコンサート） 

小学生吹奏楽クリニック 

中学生吹奏楽クリニック（中止） 

立川いったい音楽まつり（中止）、演劇体験事

業、水曜コンサート（10 月～３月）、どこでも

ステージ、小学校訪問事業、高齢者のつどい

（TACHIKAWA STAGE GARDEN で開催）立川よ

いと祭り（中止）、たちかわ楽市（中止）、子

ども凧あげ大会、キッズワークショップ、パ

パママワークショップ、ファーレ立川アート

鑑賞教室 

令和４ 

(2022) 
137 

たちかわアートギャラリー展 

たちかわ演劇祭 

立川市民オペラ公演 

小学生吹奏楽クリニック 

中学生吹奏楽クリニック（中止） 

キッズ伝統芸能体験 

立川いったい音楽まつり、演劇体験事業、水曜

コンサート、どこでもステージ、小学校訪問事

業、高齢者のつどい、立川よいと祭り（延期開

催）、たちかわ楽市、子ども凧あげ大会、キッズ

ワークショップ、パパママワークショップ、フ

ァーレ立川アート鑑賞教室 

令和５

(2023) 
129 

たちかわアートギャラリー展 

たちかわ演劇祭 

立川市民オペラ公演 

小学生吹奏楽クリニック 

中学生吹奏楽クリニック（中止） 

キッズ伝統芸能体験 

立川いったい音楽まつり、演劇体験事業、水

曜コンサート、どこでもステージ、小学校訪

問事業、高齢者のつどい、立川よいと祭り

（秋開催）、たちかわ楽市、子ども凧あげ大

会、キッズワークショップ、パパママワーク

ショップ、ファーレ立川アート鑑賞教室 

令和６

(2024) 
127 

たちかわアートギャラリー展（30

回記念） 

たちかわ演劇祭 

立川市民オペラ公演 

小学生吹奏楽クリニック 

中学生吹奏楽クリニック 

キッズ伝統芸能体験 

立川いったい音楽まつり、演劇体験事業、水曜

コンサート、どこでもステージ、小学校訪問事

業、高齢者のつどい、立川よいと祭り（秋開催）、

たちかわ楽市、子ども凧あげ大会、キッズワー

クショップ、パパママワークショップ、ファー

レ立川アート鑑賞教室 
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［単位：千円］ 

H2 市民会館管理受託開始 

H25 指定管理業務終了 

H25 市民会館改修工事 

［単位：事業数］ 
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